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序　指導原理とメタファー

一つの学問領域の概念，モデル，研究方法，研究視角，パラダイム，理論が他　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四の領域に引き継がれ，他の学問領域に移転される場合，元の領域は指導的学問領　O

域と呼ばれることになる。科学の歴史においていくつかの学問領域がその知の

ストックを他の学問領域に与えることができる能力ゆえにとくに好まれた時代

があった。例えば19世紀においては生物学が　とりわけダーウィン以来その

ような学問候補の間で指導的学問領域と見なされた。少なくとも今日発達，進化
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　競争，生命や有機体といった概念が生物学的文脈を起源として広範に学際的に広

　　まっていることにそれを見ることができるであろう。

　　知識社会学の（そして，それ故科学の歴史の）見地から，一つの客観的に明確

　に境界を確定された領域から他の知識の領域に要素を移転する過程は示唆に富

　む現象であるがそれはまた方法論上の微妙な点を含んでいる。いかなる場合に

　一っの領域から他の領域への借用が行なわれるのか。外部的要素を導入すること

　によって内部的な問題が克服されるのか。知識のどのような発展が望まれるのか。

　そしてどのような副次的な問題が生じるのであろうか。どの程度厳密に移転メカ

　ニズムは機能しているのか。どのような状況において単に美しい構図の追求流

　行の追いかけであったということが明らかになるのであろうか。

　　私はメタファーと科学的メタファリズムという言葉の意味を，この移転プロセ

　スを特徴つ骨るために手短に説明することから始めたい。私は19世紀の法思想の

　　なかで生物学的メタファーの使用を「有機体」と「進化」を例として使って探求

　　したい。これらの概念についていったい何が「生物学的」なのかを明らかにする

　必要があろう。最後に私は19世紀の論争から生物学的概念を，より最近の法理論

　に復活させる試みに対していくつかの結論を得たいと思う。

　　ギリシア語源学にしたがって私はメタファーをもって移転，とりわけ概念の移

　転を意味することとする。ドイツ語ではこの言葉は普通「イメージ」を含む表現

　である。図像的要素は生物学からの概念移転においては，例えばよく知られてい

　　るように国家rもしくは教会一を頭，体そして個々の器官をもった個人との比

　較においてよくあることであるがこれは私が使用する意味合いではない。例え

　ば1生命の各段階（固体発生）と国家形態，世界の各時代あるいは系統発生の

　変化と循環との間のよく知られたアナロジーがそうであるように草木の発芽，開
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1〉
　花，成長，枯死または個々の細胞の発生，成長，壊死の概念がここにはある。

　　古くからメタファーに対する態度は（非図像的意味においてさえも）常に二面

　的であったように思われる。一方であらゆる概念移転の不適切，不適当な側面

　に注意捌足されているが他方でメタファーの創造臨オリジナリティが賞賛

＝　されている。メタファーはよく知られた対象を他の視角から描くことを可能とす
充
　　るし，あるものを他のあるものとして描くこと（例えば国家を有機体として）を

　可能とする。懐疑論的態度は常に当を得ている。その多くの段階は次のように特

　徴つ罠ナられうる。

　　　（1）その表現はどの分野またはどの領域に由来するものなのか。

　　　（2）それはどんな問題を解決するために導入されたのか。いかなる理論的文
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　脈においてか，どんな結果をもってしてか。

（3）それは元の領域でどのような特徴的な意味と意図とをもっているのか。

（4）どの程度他の領域の対象（外延）にこの言葉が移転されるのか。いかな

　る問題を解決するためか，そしてどのような理論的文脈ににおいてか。

（5）意味のどのような元の特色力依然として保存され，また，何が変化し，

　何が重要でなくなるのか。

（6）新たな分野，新たな理論的文脈でメタファーは主要な問題の解決を容易

　にするか，あるいは，それは単に新たな「言い回し」にすぎないのか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
第一部　19世紀の法思想における生物学的メタファー

1　生物学的メタファー

生物学的メタファーを述べるにあたって私は境界を確定された元の領域つま

り生物学の領域があることを前提としているのであ1），かかる領域から他の領域

へ移転が行なわれる。上述の概念似捕一発展，進化競争，生命，有機体』→ま様々

な領域における異なった使用法が与えられている一般的概念の範囲を示すもの

にはなっていないがそれらは元の領域において，すなわち指導的領域である生

物学において特殊な意義を獲得し，それ故，他の領域に移転されたのである。そ

うであるならば，これらの概念について何が元来生物学的なのか。

生物学という領域の歴史において，第一に当惑させられるのは「生物学」とい

う言葉が1800年前後において一とりわけ，C．F．ブルダッハ（1777－1847）の『総

合医学研究入門一学問的講義の手引き』において一初めて現われたということで

ある。生物学の下に彼は形態学，生理学，’已理学をまとめた。生物学という言葉

は1802年のG。R。トレヴィラヌスと」．B．ラマルクの著作において見い出され

る。それは明らかに後者からオーギュスト・コント（1839）によって，有機体と

環境との関係を研究する科学に対する言葉として取り入れられていた。（Bal－

1auf，19711Lepenies，1976129）「自然の発展史」（Kant1790）という考えは19

世紀までそれとは異質のものであった。今日我々が生物学として一括しているも　＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冗のはコントの時代と1800年以前の時期には自然史（HistoriaNaturalis）の一部

として扱われていた。その学問方法は収集し，言謎することであり，それは大雑

　　　　　　　　　　　　　　　（3）把にいって動物学，地質学，気象学，水路学，植物学ならびに鉱物学，自然地理

学，古生物学，比較形態学，そして生物地理学を含むものであった。我々が今日
　（4）

生物学として知っているものは自然史ばかりではなく自然哲学の一部をも含ん
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　　でいた。18世紀の終わりに確かに様々な学問領域の相互依存的進行が見て取れる

　　が生物学の地質学（化石の古生物学的研究）からの，もしくは，地表と地域の

　研究（生物地理学）からの，または医学（解剖学・形態学・発生学）からの，明

　確な境界区別はまだ行なわれてはいなかった。独立した学問領域としての生物学

　　の形成はダーウィンの進化論一その理論はすべての下位領域を統合する一を取

　　り入れることによってのみ可能となったということについてW．ルフェーブル

　　（1984）に我々は同意することができる。自然史における秩序の研究のみが理論的

　　（それは19世紀には歴史的科学を意味する科学）のなかに融合した。ダーウィンの

　　進化論と同時に，反生命的，機械論的生物学力酬ヒした（c五MendeIsohn，1974

　　と彼の初期の調査，1964を見よ）。

　　　当初より「生物学的」メタファーについて（医学や地質学の領域に入りこむ危

　　険に陥ることなく）語ることを困難ならしめているこの入1）組んだ状況は，私が

　　さらに詳しく論じようとしている19世紀の法思想において使用される二つの概

　　念すなわち，有機体と進化という概念を考察することによって明らかにされる。

　　2　有機体

　　　国家社会，教会やその他の集合体を個人，その者の身体肉体的，精神的属
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
　　性と比較することは古くから行なわれてきた。しかし，それらを「有機体的」概

　　念として扱うことができたのは概念の歴史に目をつぶるという犠牲を払うこと

　　によってのみなのである。「有機体的」，そして「有機体」という言葉が今日我々

　　によって理解されている意味つけの領域で現われるのはずっと後になってから

　　のことである。有機体的／非有機体的，また有機体的／機械的という対立図式は

　　18世紀の終1）に至ってやっと成立した。例えば1ヴァン・タリーケン（1873）は

　　国家有機体説の歴史的叙述において，無自覚的な有機体の時代と自覚的な有機体

　　の時代（後者はフィヒテとシェリングからであり，言葉の明確な使用を伴なって

　　いる。それ以前には統治体というメタファーがあっただけであった。）の区別を行

　　なっている。18世紀の初期まで器官（＝organon）の古い道具概念がまだ優勢で

　　あった。器官を備えた身体はむしろ一個の機械として理解された（回路やポンプ

＝　とレバーのモデルにもとづく）。「有機体」という言葉は多分，G．E．シュタール

七　の著作（Theoriamedicavera1708）の医学上の文脈のなかで古い言葉である

　corpus　organicum，すなわち，組織化された身体，に代わってはじめて現われ

　　る。（Dohm－van　Rossum，1978：55g　l　Ballauf，1984：co1．1331）

　　　1800年までに「有機体」という言葉の使用は確立されたようにみえるが　しか

　　し，これは我々が後に生物学の分野として割り当てた領域においてだけではない。
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カントが「組織化された存在」（Kant1790：§65）としての自然の産物に与えた

定義は，それぞれの部分が交互に原因と結果であり，それらの部分がその全体に

対する関係を通して作用するものである。そして全体はそれ自体が目的である精

神的道徳的有機体を述べるために，植物動物，そして人間の範囲を超えて一般

に拡張された。それらは生物学領域への比較参照ではなくて有機体概念の普遍的

な使用を許容する，部分と全体，原因と結果手段と目的といった形式的カテゴ

リー一国家を「自由の客観的有機体」と定義するもの（Schelling，1803：547）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
から，例えば社会を「組織化された真の機械」と呼んだサン・シモンの機械のメ

タファーに至るまで一である。

　19世紀の有機体のメタファーの使用に関していえば，生物学的に理解された自

然現象について実際にどの程度の比較参照が行なわれたかについて注意深く問
　　　　　　　　（7）
われなければならない。「有機体」という言葉が常に生物学的メタファーを含意し

ていたということは当然のこととは受け取れない。

　3　進化
　進化という概念についても同様のことがいえる。我々がそれを生物学的に結び

つけるのは生物の発展の理論，とりわけ，ダーウィンの進化論がその核心を形成

しているように思われるからである。ドイツ語のEntwicklung（あるいは

Entwickelung）は1645年に出来したフィリップ・フォン・ツェーゼンの著作

（cf．Wieland，1975，その続編。また，Zimmermann，1953；Weyand，1972）

においてevolutioの文字どおりの訳としてなにか（結び目，巻き物，小包み）を

解くという意味ではじめて現われる。18世紀の初期にこの言葉は精神的現象，つ

まり観念，概念，思想にも適用され，（多少とも明確な意味で）発展させられた。

それはまず，詩学において拡がり，それから今日我々が生物学や医学としてみな

しているもののなかへ拡がった。発生学の文脈のなかにおいてそれは前成説の主

唱者によっても，また，後成説の支持者によっても使用された。固体発生論は前

一成的（pre－fomed）にせよ，形成的な促進力の媒介を要するにせよ，既に胚の

なかにある，特徴の発展として描かれた。（nisus　fommativus，C．F．Wolf，

Theoriageneoratius，1759）。種の定常1生というの仮定のもとでは，このことは　三

永遠の回帰を意味することができただけであった。18世紀の最後の3分の1の時　ハ

期にこの言葉は政治的社会的領域にも適用されるようになった。生命の各段階と

の比較と同じく，動物や植物といった有機体的世界に由来するイメージは，しば

しば歴史的発展を明らかにするために使用された。このようにして我々の興味を

引く二つの言葉は「有機体的発展organic　development」というトポスのなか
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　で最終的に結びつく。我々の文脈のなかでは少なくともへ一ゲルの時代までには

　発展の概念は（前一）生物学論争のなかから分離してきたということもまた重

　要である。

　　したがって私の要約はむしろ穏健なものである。それは有機体も進化も本来生

　物学的なものとは考えられない，ということである。その理由は1800年前後には

　生物学領域が統合されていなかったからというばかりではなく，単に両概念とも

　すでに他の多くの領域でも現われていたからである。したがって法思想における

　両概念の使用は生物学的メタファーが使われているとする結論を支持するもの

　ではない。このことを示すためには，個々の著者が本当に心中で生物学という起

　源領域を意識していたか否かを見る必要があろう。私はそのような証明は極めて

　　まれな事例においてのみ可能であると思う。むしろ，有機体と進化とはあらゆる

　　ところでその「起源」を考察されることなく「人口に謄表していた」ように見え

　　る。

　　しかしながら，一この穏健な事実にもかかわらず次の命題は我々をしてもう一

　度穏健であることを促す一二つの概念は明らかに19世紀の後半期に生物学化を

　経験した。一方で生存競争に基づく，逸脱変異淘汰と再生産的分離（戻し交

　配の禁止）の原理を通じて1860年につづく数十年間において支配ヨ勺であったダー

　ウィンの進化論の結果他方で微生物学の進歩によって生物学化を経験したの

　である。この後者のレベルでは変異と遺伝の特殊なメカニズムが発見されること

　になったのであるがそれはダーウィンの理論ではマタロのレベルで主張されて

　いただけであった。有機体の構造の視角は案姓物学から「細胞」の連合という特
　　　　　　　（8）
　殊な意味で生じた。比較参照が他の領域例えば我々の興味を引く法学という領

　域でこれらを発見し概念化するために行なわれる範囲で我々は生物学的メタフ

　　ァーの使用についてうまく語彫）うるのである。

　　4　19世紀の法思想における「有機体」と「有機体的」

　　それにもかかわらず私が以下で19世紀「全体」を通して法思想における有機体

　　と進化という概念使用について概要を述べようとするとき，このことはメタファ

ニ　ーの生物学化の過程を取り上げるという目標をもって行なわれる。私はここでは
五
　主要な潮流の代表者として，再び取1）上げなければならないある傑出した数名の
　　　　　　　　　　　　　　　（9）
　著者を検討するにとどめることにする。

　　　「有機体的」は歴史学派に好まれた言葉であって，進化を含む現象と文脈のす

　べての可能なタイプに適用されている。サヴィニーにあっては法的領域と生物学

　的領域のいかなる比較もこれに関しては意図されていなかったことは明白であ
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る。それでも，言語，およびその形成と継続的な精緻化は法の生成と発展のパタ

ーンを与える。「法と民族の本質と性格の有機体的結びつきは時代を通じて維持さ

れ，その点で言語と比較される。」（Savigny，1814177）。法は「内部からの力と

必要によって，偶然や個人の意志から独立して」発展し，それ自体を組織的に展
　　　の
開する。

　イエリングは『ローマ法の精神』の第一版（1852年　第二版1869年）のなかで

まだ立法の形成力への批判的態度をサヴィニーと共有していた。「人間の自由の客

観的有機体」としての国家というシェリングの定義を暗黙のうちに法に移行させ

るにあたって（Jhering，1852：25），彼は，法を次のように定義する。

　　その起源を立法者の、思考に負うところの，恣意的な定義という，外部的集合

　体は存在しないのである。しかし，一つの民族の言語つまり歴史の内的に完

　全な生産物のように，人間の意図や予測は，生産物を形成するとき明らかに関

　与する。人間の意図と予測とは創造するというよりはむしろ発見する。生の圧

　力は法とその制度を前進させてきたし，永続する外部的な実在陸のなかでそれ

　を維持する。民族の心1生やその全生活様式に刻印つ財られた形態はあらゆる立

　法者の、思考と意思がそれより前に見いだすものなのである。そして，それ自体

　非難される性質のものとなることなくしては変更することはできない。（Jher－

　ing，1852：26）

　たしかに有機体としての法の特徴づけにおいて彼は明確に自然への比較参照

をみてとる。「この図式を使うにあたって我々は法に自然の産物の特徴を，つまり，

多様1生のなかの統一，独自性内から外へ向かっての成長などを帰属させる。」

（1852：26）けれども，その際解剖学（構造の観察）と生理学（機能の観察）

の区別を採用するにあたって，彼は医学的メタファーのなかにますます入りこむ。

それは法制度を「法の骨格」とした1）（1852：36），法有機体の心臓，血液動

脈，脈拍について語るのである。（1852：44）

　より詳細に，また極めて綿密にイエリングの主著を読むと有機体のメタファー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
は一貰しては使われていないことがわかるであろう。イエリングは19世紀の法思

想における最高の隠喩家である。彼は可能なかぎりのあらゆる領域から比較とい　三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四う手法を取1）入れている。たしかに彼の多様な領域に及ぶメタファーは有機体と

のアナロジーをも与える。しかし，同時に医学，化学，言語学，機械学，地理学，

美学，造園学などといった領域から豊富な獲得物を得ている。このようにメタフ

ァリズムの広がりという背景に反して，彼による「有機体／有機体」という言葉

の使用はむしろ恣意的に見える。
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　　イエリングはのちに一非常にアイロニカルなのであるが一『ローマ法の精神』

　（特に，1875年の第三版以降）のなかで有機体的思考とは決別した。

　　この知識の（そして，通常明快な思考すべての）欠陥を補うためには，確かに

　　「有機体的」という言葉よりも手軽な言葉はない。一概念がより曖昧になれば1

　　なるほど事柄は「有機体的」になる。（Jhering，1875：351）

　ここで彼はヴァン・クリーケンのモノグラフ，すなわち「定義されないものは有

　機体的とみなされる。」に言及している。

　　ヴァン・クリーケンの著作（1873）は私の論証戦略において中心的意義を有し

　ている。それは事実，有機体としての国家を真摯に科学的，生物学的「メタファ

　ー」として取り扱おうとする試みである。

　　科学領域への本来の（！）技術的［専門語の意味での（引用者）］適用において

　　有機体という言葉に結びつけられた概念は，感覚知覚器官を備えている，ある

　　いは無生命物や非有機体といった第三の「領域」から厳密に区別される生命を

　　もつもの一動物と植物一といったあらゆるものを包括した。（van　Krieken，

　　1873：125）

　　彼は有機体の概念をもはや全体と部分という形式的カテゴリーによっては理

　解ぜず，栄養，運動，増殖という特徴をもった細胞のモデルにしたがって理解す

　る。（1873：124m有機体のメタファーのこの厳密な生物学化は同時に（イエリ

　ングにおけるように）その有用性を達成したとも考えることができるかもしれな

　い。しかしながら，有機体のメタファーの発展のアイロニーは，一ヴァン・タリ

　ーケン以来そして彼との徹底した論争において一このメタファーを「全くもっ

　て真摯に」使用しようとする著作家，すなわちオットー・ギールケ（1841年一1921

　年；1911年からオットー・フォン・ギールケ）が登場してくるという事実にある。

　初期の著作において（Gierke，1874）一それはヴァン・タリーケンの著作のわず

　か1年後に出版されたのであるか一ギールケは自らの議論を展開した。私は，も

　っと詳細にこの議論と後の有機体的メタファーについてのギールケののちの労

　作に分け入ってみたい。というのは，ギールケは概念を移転することの方法論上

＝　の落し穴を自覚しており，まったく精確なや1）方で移転の個々の段階を実行した

一　からである。

　　ギールケは何よりもまず有機体の科学概念に対する限定を拒否する。第一に含

　意されたものは「自然的存在の一般的人間観」（Gierke，1874：71）であった。

　特別に科学的な概念は重要ではなかった。（1874：73）我々の文脈ではこのこと

　はすでに中心的な論点である。すなわち，ギールケは有機体をある特殊な領域か
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ら他の領域へのメタファー化された概念としてではなく，多かれ少なかれ領域横

断的な概念一たとえそれがもともと拡張されて特殊な現実の領域（「自然的生命存

在」）に関係づけられたものであったとしても一理解する。しかし意識的には，人

間は決して一つの特殊な領域に含意された意味には結びつけられてはいない。

　有機体の概念はそうするうちに法理論や法学説における技術用語terminus

technicusとなるがこれはまだ「図式的な起源の」痕跡をとどめている。しかし，

この名残が困惑の原因にはなってはならない。結局，このことは団体法人，組

織といった用語にも当てはまった。個々の人間と国家に適用可能な有機体に上位

の，共通の特徴が存在した。意味論的に表現すれば1異なった外延における部分
　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
的な同一1生が主張されていたのであった。けれども，個々の人問有機体の既知の

特徴から国家の未知の特1生までの結論を引き出すことは許されないことである。

　このような多くの共通の特徴の限定に従えば結論はもはや困難なことではな

い。有機体は自然の産物としてのみ考えられるべきではない。このような仕方で

社会構成について述べる場合に人はより高度な精神的有機体の意味で語ってい

るのである。

　私力㍉以下に引用するやや長い一節のなかで，ギールケはいくつかの段階を区

別するのであるがそれは有機体の概念の使用を示唆していた特殊な国制研究の

方法から始まる。意味の共通の特性は全体と部分のモデルに還元されることが明

らかになる。

　国家の性質についてのより深い洞察は次のような考察へと導かれる。すなわち，

　国家は複合的な統一体であって，その特殊な生命はそれを成す部分のうちのい

　かなる生命とも一致しないということである。この考察は，他の法的関係から

　まだ区別されていないあらゆる政治関係に新たなかつ特殊な視角を与えた。個

　人や個人の組合せとは一致しない見えざる存在様式は現実存在として認識さ

　れ，主体として法に導入されなければならなかった。個々人，国家との関係は，

他の点では全体として，それ自体としては完結する全体としては考えられては

　ならなかった，全体の部分として考えられなければならなかった。それにもか

　かわらず，特殊な部分全体と下位複合体は全体の統一が効果的にそれ自体をし　＝

　めす個々の生命のさまざまな活動手段として考えられなければならなかった。一

　公法の任務ほ，対等な個人間の関係を調整する私法とは対照的に複合的統r体

　の内部生活のための，すなわち全体と部分との関係のためのルールを与えるも

　のとして理解されなければならなかった…。部分の総和と異なるものとしての

　生命統一体に関係し，そして分化した下位複合体によるこの統ゲ体の活性化に
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　　関係する自然存在の特徴が取1）上げら礼それらは他の特殊な生命存在から抽

　　象された「有機体」概念の形成と精緻化に適用された。この意味での有機体の

　　概念はまた国家にも適用され，それら前者の特徴はみなまた後者にも同じく当

　　てはまるのであった。（Gierke，1874：71f．）

　　法的実務的な問題の明確化によ1）有機体の概念は一挙に輪郭が明らかとなる。

　ギールケにおいて重要な点は何よ1）も人間共同体と（国家教会地方自治体

　協同組合　自発的結社のような）団体の本質と現実性とを把握することである（こ

　の点についてと1）わけGierke，1902を参照）。とくに法人の，および法人として

　の国家の「原子的また機械的」構成に，また，これらを単なる帰属点とする擬制

　に反対してギールケは「社会有機体」としての団体の特殊な現実性を主張する。

　彼は「私法」的視角の要素であり，構成部分にまで分析できない，個人の個々の

　有機体と，その内部構造が「社会法」的視角から関心のある，複合的全体及び集

　合的有機体とを区別する。（社会法の概念は社会有機体の概念を経由して，その対

　象領域としてギールケによって導入された。）

　ギールケは自然有機体と社会有機体の比較の問題を極めて明確にする。

　　正確に理解すると，社会体において我々は，部分からなる全体の生命統一体を

　　自然的生命存在においてのみ観察する。このこと以上を比較は語っているわけ

　　ではない。その部分が人間である全体の内的構造が自然によってはいかなる例

　　も提供されない性格をもっていることを我々は忘れてはならない。ここに精神

　　的に動機づ財られた活動によって生産され，形成さ礼活1生化され，解体され

　　る精神的な連関がある。ここで自然科学の領域は終わり，精神の科学が始まる。

　　しかし，我々は社会全体を個々人有機体のように，生命存在とみなす，そして

　　個々の存在のように共同体を生命存在という包括的な言葉に帰する。これに随

　　伴する，またこれ以上の図式的特徴は一部では明［刻生への要求から，また一部

　　では言語的強制から生じる。思想におけるあらゆる発展はイメージの使用から

　　生じてきた。我々のもっとも抽象的概念さえもイメージから生まれるのである。

　　科学においても我々はそのことを自覚し，イメージを事物のために取り上げな

＝　　いかぎりでイメージを使用すべきである。しかしながら，我々がイメージと

　　して形作るのに未だに完全ではない言葉によってのみ事物自体を示すことが

　　できるかぎ1）で我々は概念内容を図式的な混合物から分離すべく努力しなけ

　　ればならない。（Gierke，1902：18f）

　　それにもかかわらず，比較は常に知識に対する単なる認識の手段にとどまる。

　　それは明快にはするが説明しはしない。もしそれが他の特徴のなかで比較され
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　た認識されない一致に対する結論を特徴の一致から引き出すために利用され

　るならば，それは誤りの原因となる。有機体説はそのような行き過ぎから自由

　ではない。それらのなかのひとつは擬人化された国家の表象である。（1902：16）

　この有機体の概念から，つま1）就中法人の内的構造（内的関係）についての考

察から，そして，他の（法）人に対する関係から全く特殊な「実際的帰結」が提

起される。（この点についてcfGierke，1895）それは次の点に関してである。

一法秩序の体系的形成（「社会的」法（＝憲法），団体法；つまり一般に共同体の

　内部生活のための規範）からの私法の分離

一個々の法概念

一特殊な問題（組織構成貝，契約ではなくて集合的行為としての基礎或ナ，法

　人化／非法人化組織化機関（代表），権限手続，法的能力，法人の責任能

　力）の決定

ギールケの例は次のことを示している。すなわち，有機体のメタファーは，それ

が19世紀の前半における法思想がもっていた恣意性を，特殊法的な問題や現象つ

ま1），まず法人の内部構造ばか1）ではなく集団的作用関係，を記述することが示

されるという範囲で失っていたということである。しかしながら，それは，問題

の「解決」にはもはやメタファーは十分ではないということを示しているように

思われる。例えば法人の責任能力は構成されるべきなのか否か，そしてどのよう

に構成されるべきかを解決するためには，メタファーはもはや何の役割も演じな

い。ここには他の優先的なるものが入るのであるがそれらは有機体の概念を外

観のためにのみ使うのである（私はこのことを以下で論じよう。）

5　19世紀における法の発展一生物学的メタファー？

　この文脈で重要な点は19世紀rつま1），開花と成熟の世紀における一法の発展

の理論を要約することでもなく，いくつかのメタファーを使用することでもない。

（cf．Stein，19801Rottleuthner1986al1986b）その代わりにここでの重要な点

は19世紀前半の法についての進化論的思考の生物学的，あるいは少なくとも自然

的モデルの転換を跡づけ，そして，ダーウィンの進化論からどの程度の「生物学

化」の影響があるかを明らかにすることである。　　　　　　　　　　　　　　三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇
　へ一ゲルが進化や展開（胚，芽，花等）の過程を明らかにするために多くの図

式的なイメージを使用しているにもかかわらず，人類史や理性の歴史における自

然決定を全面的に否定している著作者はほとんどいない。歴史的世界には徐々に

世界精神の客観的理性力綬透する。歴史的過程は「自由の意識の進展」である。

一そして，法はヘーゲルにとって，自由の一定の到達段階の顕著な指示標識なの
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　　であって，それは常に意識のなかに反映されていなければならないのである。ヘ

　ーゲルから始めると19世紀を通じての法発展の理論の興味深い転換が跡づけら

　れるのであるがそれは法の普遍史における努力と結びついている。この言葉は

　へ一ゲル学徒の言語学者であるエドワード・ガンス（1824）の著作に現われるが

　彼は高度文化からの利用できる謁述された資料を，一彼の場合は相続法について

　　であったが一体系化することを追求しようとしていた。結果的に法発展の理論の

　知識的基礎は，徐々に文字使用以前の社会，いわゆる自然民族の民族誌的報告に
　　　　　　　（14）
　転換していった。このことは確かに自然の要素を、思考に持ち込む。しかし同時に

　　「自然史」という伝統的表現はその意味するところを転換する。この一連の分野は

　　以前には体系化的，言謎的なものであったが動態化される（cfLepenies，1976）。

　歴史はもはや物語ではなく，知識でもない。それは自然と社会に相互に結びつい

　　た発展の過程なのである。現在有力である「自然史的方法」の認識は自然と社会

　　において同じ発展的な規則性を跡づ廿るために明らかに一元論的プログラムを

　採用している。

　　法の普遍史を構築しようと努力する点で特別の名誉は，バスチャン（1960），ヒ

　　ルデブラント（1984），ライスト（1892），ヴァイツ（1859ffJその他に加えて

　　ブレーメンの判事アルベルト・ヘルマン・ポストのものである，ポストはきわめ

　　て多作家であった（Post，1867；1872；187611878；1880／811188411891）。彼

　　は比較の方法を適用することにより，そしてまたそれを自然科学と結びつけるこ

　　とによって法学を科学化することをめざした。比較科学（彼にあっては言語学，

　比較宗教学と民族学）は彼によって，「諸民族の歴史における自然法則を発見する」

　　自然科学として考えられている（Post，1872：2）。それにもかかわらず彼の世界

　観の基礎はカントからショーペンハウアーを機械論的な哲学及び，ダーウィニズ
　　　　　　　　　　　　　（15）
　　ムを経由し世界精神へと至る。

　　法の普遍史はへ一ゲリアンであるヨーゼフ・コーラー（1915）にその頂点を見

　　いだすことができるが彼は確かに一種の理性一元論に回帰したように見える。

　　　たとえ我々が一それは自然民族，科学的一元論自然史の動態化を強調している

一一法の普遍史のポスト・へ一ゲル的伝統における自然の視角を発見するとしても
五
　　それでも生物学への比較参照は存在しない。なぜなら今日我々はほとんどそれと

　関連づけることは難しいのであるがもう一方の自然史の領域が進化の理念の

　手段となったからなのである。つまセ），それが「地質学」と1）わけその古生物学

　的層位学的分野である。地質学はとにかく，（約6000年という）限られた聖書のタ

　　イムスケールを破壊し，最初に進化の過程の広い時間的広がりを開いた学問領域
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　（16）
だった。H．S．メインの古典的な著作である『古イ熾去』は，1861年，つまり，ダ

ーウィンの『種の起源』の2年後に出来したのであるがその中心に（前成説の

特殊な考えと結びついている）地質学のメタファーがあることは驚くべきことで

はない。

　もしなんらかの方法で我々の法概念の初期の形式を確定できるとすると，それ

　らの形式は我々にとっては価値はないであろう。これらの初期の概念は法律家

　に対しては，地球の最初の地殻力弛質学者にとって意味するのと同じである。

　それは，潜在的に法が結果的にそれ自体を顕現するあらゆる形態を含んでいる。

　（Maine，1861：2）

我々の最高の隠喩家であるイエリングもまた当然のことながら1877年という遅

い時期であるが彼の『法における目的』のなかで，この種の地質学的メタファー

を使用している。法の形成の歴史について地球の地質の形成と関連づけて現実の

過程を再構成することは科学の仕事である。（Jhering，1877：3441cf彼の初期

の言明1865：4－5）

　とりわけ，チャールズ・ライル（地質学者であり法律家）と交渉のあったチャ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
一ルズ・ダーウィンヘの地質学の影響はよく知られている。

　しかしながら，われわれは，ダーウィン自身の進化論によって19世紀の進化論

的思考に与えられた刺激に戻ろう。法の領域においては，もちろん相当古かった

のだがこのことによって洗練された「闘争」のメタファーが特にあったように

見える。それは明らかにイエリングのよく知られた著作（『権利のための闘争』

1872）のタイトルに影響をあたえ，あるいは少なくともそれがよく読まれるよう

になることを助けた。（cf。Wieacker，1973a／b　l　Pleister，1982：358ff）それ

は，解釈学の細かな分野のなかにさえも浸透したように思われる。ライナー・シ

ュレーダー（1984：340ff）は闘争概念の栄誉ある解釈によってライヒ最高裁判

所は経済的商業的コンフリフトの手段は民法では許されないと判示した。

　メタファーの視角から，自然淘汰のメカニズムとしての生存競争の発見はダー

ウィンがマルサスの『人口論』（1798）を読んだ絶少なくともダーウィンの伝える

ところによれば彼は1838年の10月にマルサスを読んだ（Darwin1876：100－01）一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天
一ことから生じたことは興味深いことである。したがって後の自然淘汰の社会領
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
域への移転はメタ・メタファーを構成なのである。

　進化競争，自然選択，適者生存（Spencer，1873／1961）のような，発展論と

結びつく言葉や人種の生物学的，還元的なカテゴリーはきわめてルーズに生物学

的科学的論争との比較によって19世紀末には法理論や国制論においてさえ使わ
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　　（19）

　れた。例えばiオーストリア人L．グムプロヴィツ（1875，1883）はその人種の政

　治理論において，「人種闘争」という言葉をより限定された人類学的，生物学的意

　味においてではなく，国際的か，あるいは二重帝国のような国内的なものか，に

　かかわらず，社会的統一体の間のあらゆる闘争の形態を表現するのに使っている。

　　このことをローザンヌのドイツ法の教授ルートヴィヒ・クーレンベク（1905）は

　　人種と血は諸民族の発展においてのなかで決定的な要因であるという命題によ

　　って明確に主張した。彼の「生物学原理」の国家と社会への適用のなかには，人

　種主義と文化エリート主義と反社会主義の醜い混合物が現われている。劣等な人

　種的要素の流入に抗して，この時の彼にとってはそれは「ポーランド化」に抗す

　　ることを意味しているのであるが彼は「民族でない」それらのものたちに制限

　的な法的地位を与えることを示唆した（1905：124－251204－05）。カール・ヨー

　ゼフ・ザイツはその極端に冗長な3巻から成る著作『現代の文化生活における歴
　　　　　　　　　　　　　　　（20）
　　史的実定法の生物学』（1906－1910）のなかで明らかに進化を生物学だけに結びつ

　　けているが　しかしながら，それを「生の意識的研究」にまで薄めた一それは指

　導的学問領域にまでしたrそして彼はこのことをすべてキリスト教の枠のなか

　　で見ている。

　　生物学的メタファーのこのルーズな取り扱いは一19世紀の前半の一生物学的

　局面における有機体と進化の概念の使用と同じように一様々な著作家たちの政

　治的野心によって説明されるかもしれない。積極的な社会ダーウィニストの間に

　　は進化論は堕落の理論（人種の混合が増大することによって人問性が衰退するこ

　　と）として全く社会には移転させないものもあったがそれにもかかわらず社会

　淘汰と「人種優生学」を擁護し，弱者に対する社会政策的処置に，それを危険な

　優しさとして反対した。私にはそのような人々はその者たちの政治的目標を評判

　　のよい生物学の言葉で偽装することを追求したことは明らかであるように見え

　　る。（cfMam，19731Marten，1983）。私は，私の中’巳概念酔有機体と進化一の

　政治的意義を，それらの意味論的付属物とともに，より細かく調べることによっ

　　てこれらの歴史的観察をしめくくりたい。

一　6　進化と有機体の概念の政治的二面性
毛
　　有機体と進化の概念はその二面性とまたその結果によって，広く政治的に利用

　可能である。進化はダイナミズムと進歩，進化の方向と目的にたやすく結びつく

　　ことができるのであるがそれは18世紀の完全化可能の理想を呼び起こす。しか

　　し，「進化」は一とくに歴史学派においては一客観性の視角と，すなわち，人間の

　　目的志向的な行為から離れた文脈と結びついている。進化の力もしくは規貝、ψ1生も
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不可避的に自己完結する。歴史は造1）出されることはできない。これは18世紀の

社会契約論に対してとられた戦略である。たしかに一このことはより高次のレヴ

ェルヘの適用を複雑にする。一そして，いかなる流儀も明確には政治的陣営（右

派／左派，保守派／進歩派，市民派／社会主義派）割り当てられない。結局マル

クスの理論もまた，歴史的進化の「客観的法則」とその自然的1生格とを強調する。

プロレタリアートとその前衛は高々，よりよく必然陸（歴史法則が彼らの側にあ

るという幸運）を洞察することができるのみである。他方，人種優生学上の手段

によって民族の発展と，したがって社会発展のコントロールを可能であると考え

るのはまさしく，人種主義を志向した社会ダーウィニストである。適者生存や生

存競争は弱者と不適応者とを生存させておく社会政策上の手段の廃止によって

ばか1）ではなく，慎重な淘汰（それらは移民割1）当てのための毛理テストから結

婚禁止や不妊計画や，極端には根絶にまでわたる）によってもコントロールされ

うる。

政治的文脈での有機体メタファーについて同様の二面i生がある（cf　Bδcken－

f6rde，1978：592ffl602ffl610）。一方ではそれは主権国家による干渉に抵抗す

るのに用いられる。全体に対して外的な主権は存在しない。理解しやすい見解は

すべてを相互に依存する部分とする。全体はただその部分においてのみ存在し，

そして均衡のとれた，有機的関係によってのみ存続しうる。他方，個々の部分を

頂点として，あるいは中心を政治的従属的な部分に反対するものとして示そうと

する努力が常に存在した。（そうでなければ，どうして主権君主はひとつの「器官」

として統合できようか。）つまり，極めて単純には（例えばGierke，1902），個々

の部分に対する全体の優位が主張される一どんな「全体」が実現されるとしても。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
　有機体の中には，一方には，すべての部分を生命をもつ全体，自己組織すると

いう前提原則があ1），しかし，同時に全体は有機的自然的な文脈，あらゆる矛盾

のない全体性の神秘化をあらわす。この二面性はまた，機械の対抗メタファーに

よって共有される。それは，実現可能性すなわち慎重に構成されたものの連合を
　　（22）
示唆する。しかし，同時にそのイメージは，個々の理性がひとつの歯車にまで落
　　　　　　　　　　　　　　　　（23）　　　　　　　　　　　　　　＿
としめられる機械の客観的な強制の連関を表している。　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ￥

第2部　最近の例二法のオートポイエシス

政治的適用の可能i生の見地から，法領域に生物学上の概念や発見を使用しよう

とする最近の試みは極めて単純に分類されうる。それは科学的メタファーを政府
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　　の規制を克服し，押し返そうとする努力を支持するために使おうとするものであ

　　り，それ自体は（いうところの）法化の増大と法的コントロールの欠点の批判に

　　基礎をおくものである。このことは民族学と社会生物学からの借用物にもあては

　　まり，我々の関心を引くオートポイエシスの変種と同様に，その借用物は発生学
　　　　　　　　　　（24）
　　的メタファーを使用する。「プランニングから進化へ」（Luhmam，1985a）とい

　　うモットーはこれを明確に示している。もちろん，彼らを突き動かしている社会

　　的問題性を考察するのみでは方法論的努力と著作者たちのそれぞれの対象を正

　　しく評価することにはならないであろう。しかし，私は今日の論争のために第一

　部での歴史的な議論の最初の成果を得るためにいくらかの不適切さを受け入れ

　　ることが出来る。「プランニングから進化へ」「指導の代わりに進化」というプロ

　　グラムは事実，若きヘーゲル（cf注23）と旧体制を批判し「有機体の発展の内的

　　力」を擁護するサヴィニーとその他の歴史法学派の代表者たちの努力と極めて類

　似している。立法者に対して有機体的，進化的なメタファーを提示することは19

　世紀の後半に，とりわけ，ハーバート・スペンサーの同時代の社会立法批判のな

　かで繰り返されていた。私は同様の議論が第一次大戦後の時期にも干渉の新しい

　推進力に対する批判のなかで使われたのではないかと思うが　この文脈のなかで

　　はこれ以上詳細に立ち入ることはできない。

　　1　歴史からの教訓

　我々の今日の議論にとって，これらの歴史的発見から引き出せるものはオートポ

　　イエシス論者への強い要求である。

　　　（1）少なくとも歴史的進化社会組織や規貝、弓の「新しい」形態，あるいは「現

　在の」環境（法システムがオートポイエシス的閉鋤生に達している発展段階はど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）
　　こであるのか）の特殊1生について述べるとき日付i場所を与えようと試みる場合

　の要求。このことは他人がそれぞれの場合に要求されるものを理解し，評価でき

　　るという単純な利点をもっている。我々はある時期まですべてオートポイエシ

　　ス的被造物であるが我々の知のシステムの閉鎖性は理解なしのすれ違いの議論

　において我々を自己充足的な被造物にする必要はない。

二　　（2）一度社会現象の新しさの要求が明らかにされると，このことはまた「理
五
　論的」取1）扱いの新しさについての議論を，よりもっともらしいものとする。そ

　　うでなければあらゆる事情は，とにかくすでに存在するのだ，ということを示

　すことのできる歴史的センスのあるものにとって事情はあまりにも簡単にされ

　　る。それではおそらく新たな問題に当面しているとして，オートポイエシスの概

　念を法的，思考に導入するにあたって，例えば1有機体の概念を導入することと比
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較して何が知識として得られるのであろうか。

　上述の歴史的部分からの関連する教訓は，その重要な側面にこれらの理論の政

治的な意味合いを結びつける。私はオットー・ギールケから言葉のメタファー的

な使用の利点はそれが特殊な問題の解決に適用できる範囲に存在するというこ

とを学んだ。ギールケはとにかく有機体の概念を通じて，法人，国家団体等を

それらの内部構造によりよく理解できたと考えた。それではオートポイエシスの

概念がその解明に資することのできる特殊問題はなにか。私には四つの領域が考

えられるように思われる。

（1）法システムをオートポイエシス・システムとして理解することは，異なる法

理論の要素を統合し，あるいは他の視角で見ることができるようにした「法の理

論」を明確にし，それによって実りある問いへと導くものかもしれない。

（2）このよ｝）概念的な領域に加えてオートポイエシスは社会変化に方向陛を与え

る法の使用法の説明に対してとくに例として挙げられるものかもしれない。また，

「法的な手段」による社会コントロールの限界とコントロールのために要求される

知識の条件を明らかにする例証となるかもしれない。

（3）オートポイエシスの概念は「進化論」の文脈のなかで適用される。社会変化

と法変化の旧来の議論は再解釈されうる。

（4）最後に国家や団体企業，市場，契約，義務などのような基礎的法概念の再

構成に向けた努力が一ギールケのそれと似て一存在している（cf．Teubner

1985）。以下では私はこの視角は扱わないであろう。

2　オートポイエシス・システムとしての法システム

オートポイエシス・システムはそれ自体の要素をそれらの相互作用を通して生産

し，再生産するシステムとして定義される。（Varela，1982：1581also　in

Zeleny（ed．），1981：21）オートポイエシス組織をもつシステムは「以下のよう

な要素を生産するネットワータによって明示される統一体」として定義される，

すなわち

1）「それらの構成物をも生産する同じネットワークに再帰的に参与し，そして

2）統一体としての生産ネットワータを構成物力拉置づけられている空間に定立　二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四　　する。」（Maturana，1982：1581also　in　Zeleny（ed．）1981：21）

もしくは

統一体は以下のような生産過程の閉じた組織を通じて認識される。すなわち，

　（a）過程の同じ組織がそれ自体の生産物（構成要素）の相互作用を通じて産

　　　　み出され，そして，
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　　　（b）位相境界は同じ構成要素の過程の結果として現出する。（Zeleny，1981：

　　　　　6）

　組織的閉鎖性そして，回帰的，自己言及的な自己再生産の過程が強調される。そ

　れを叙述することもまた「基礎的な円環」によって構成される。（Maturana，

　1981）

　　法領域におけるメタファーの用法を説明するにあたって，いくつかの方法論的

　説明が挿入される必要がある。オートポイエシス・システムの定義は，元の領域

　はもはや認識できない（色彩認識問題における起源について，神経組織と網膜組

　織の理解についてはcf　Maturana，1982：88ffJ，という意味で，そして，当の

　概念はあとは苦もなく領域横断的に使用されるというやり方で極めて形式的に

　定義されている。神経組織と個々の細胞に言及する意味の元来の構成要素は拒否

　される。オートポイエシスは「普遍的人間的観念」となる。ここで方法論的視角

　からみて，ヴァン・タリーケンとギールケの間に生じたことがオートポイエシス

　の生物学的発案者の間にで繰1）返されるのはこの点である。ヴァン・タリーケン

　は「有機体」の生物学的意味に言及したのにたいして，ギールケは慎重に，この

　文脈から概念を遠ざけておいた（まだその概念を「自然存在」に関連づけてはい

　るがこれに対してオートポイエシスの側にたつ我々の生物学者は，それらを生

　体システムに限定すべきか否かについて完全な一致を見てはいないようである。）

　　しかしながら，オートポイエシスの概念はその発案者によってすでに定式化さ

　れていたということ自体は，旧来の有機体のアナロジーの継続をその中に見ると

　いうことを可能とはしない。初期の生物学的含意を奪うことは，その概念拡張に
　　　　　　　　　　（26）
　寄与できるかもしれない。困難な欠点は，適用の新たな領域において概念の個々

　の構成物の意味は一例えば細胞モデルに結びつけられることなく一再→定立さ

　れなければならないということである。科学的特殊化は細胞の構造と機能に関す

　る豊富な知識がもはや他の領域に有意味に移転されないというところまできて

　いる（ミタロ生物学の爆発的発展を前にしてヴァン・タリーケンはまた，単純に

　栄養，運動，増殖について語ることが可能であった。）。メタファーはもはや全く

一　抽象的なレベルを除いて，また，他の領域へのあらゆる移転により全く新たな意

一　味が確立されることを要求するという結果を伴わずしては形成されない。

　　オートポイエシスのメタファー（1850年前後の細胞の理論の概念とではなく）

　を全体と部分の関係とともに働く有機体の（非r生物学的）形式的概念と比較し

　て識別することにはどんな利点が予想されるのかを問うことは適切なことであ

　る。ルーマン（1984：27）は全体と部分のパラダイムは説明不能の特徴，ヒエラ
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　　　（27）
ルキーの頂点の特徴を調整しなければならないだろうと述べる。これに反して彼

はオートポイエシスの概念の反ヒエラルキー的な見解を強調する。しかし，私は

次のように考える，すなわち，私が歴史記述のなかで部分と全体の有機体概念の

問題は一つのヒエラルキー的現象，と1）わけ憲法において（つまり：主権者・君

主に）「移転され」たときのみに生ずる（Bδckenf6rde，1978：599ff）と。憲法

的なヒエラルキー的「メタファー」にあてはまるものは例え1よカントがそれを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
「有機体的存在」として述べたような有機体の形式的概念には当てはまらない。

　カントの定義はオートポイエシスの概念的進歩のあるところでは証明される

余地がある。左側の欄はカントの有機体的存在概念の定義を示し（Kant，1790：

§65），そして右側の欄は少なくともオートポイエシス的と思えるものによって重

要な概言葉を置き換えたものである。

「有機体的存在」

部分は（その存在と形式に一致して）

その全体への関係を通じてのみ存在す

ることが可能である。

部分はその形式の相互的代替的な，

原因と結果であることによって全体の

統一のなかに結びつけられる。

　すべての部分はその形式と調和し

て，そして構成物として，したがって全

体をそれ自体の因果関係から創造する

ことによってそれら自身相互的に生産

する。

「オートポイエシス・システム」

　要素は生産と構造的再生産のネット

ワータのなかのシステムによって作ら

れる。

システムの統一は構成体が回帰的に生

産と構造的再生産のネットワータに加

わる一つのネットワークを通してもた

らされる。

要素はそれら自身を一その構造と組織

において一それら自身の相互作用にお

いて作り出す。システムは自己組織化

する。

　「その時にのみ，しかもそれによってのみ，そのような生産物（つま1），組織

化されそして自己組織化された存在）は自然の目的として決定されうる。」カン

トによると自然の生産物は，それが「それ自体において，そしてその可能性にお　二

いて目的に対する関係」を含んでいるかぎ1）で「閉鎖的」である。（Kant，1790：一

§65）

　オートポイエシス論支持者たちにとって困難は因果関係的な言葉（原因，効果，

因果性）の翻訳から生じるだろう。あらゆる証拠に基ついて彼らは因果関係，と
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　りわけ，「直線的な因果関係」の概念にあま1）価値を置いていないのでカントが

　相互的な因果律と「固有の因果1生」についてを述べていることが強調されるべき

　なのである。

　　直線的因果律と循環的／回帰的な因果律との間の区別は，オートポイエシス論

　者によってとくに強調されるところであるが彼らはよくフォン・フェルスター

　（1984）を引き合いに出す。彼はインプットとアウトプットの決定論的つなが1）に

　よって特徴づけられる，「単純な機械」trivialmachineの議論の文脈のなかで因

　果律の概念を導入する。（そこでは明らかにインプットは一っの「十分条件」とし

　て理解されている。）その際彼は簡単に回帰的機能理論をその関係における因果

　律の概念を再導入することなく説明する。回帰的機能の徴標は同じ作用力継続的

　に所与の状況に利用されることである。例えば我々は今日，二一チェの「永劫回

　帰」のヴァージョンをポケット計算機の平方根のボタンを繰り返し押すことによ

　って行なっている。この単純な愚かさのイメージはたぶんそれがオートポイエシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）
　スによって理解されるような歴史1生のメタファーの適当な例である。

　　私の上での比較によって，主要な言葉は完全には解釈不可能なサインであ1）え

　ないことが示される。さもなければそのような翻訳は不可能である。しかしなが

　ら，あらゆる領域で，つまり生物学的または法的領域においても特殊化されなけ

　ればならないということにより興味深い特徴は弱められる。それでは理論家がオ

　ートポイエシスという空気の薄いところから法という地上へ下りることによっ

　て何が起こるのであろうか。それは多かれ少なかれ以下のように述べるようなも

　のなのである。

　　法システムはその要素がそうであるように，法的行為，（あるいは法コミュニケ

　ーション）からなる。法システムの「基本的な循環「生」は，また自己言及的要素

　の循環過程は→去的行為による一法的行為の回帰的生産のなかに見られる。「法的

　に有意味ないかなることもその規範性をシステム外部の環境から生じることは

　ない。この点でそれは法的要素の自己生産的な連関とこの連関の限界に依存し

　たままである。法システムの自己言及的閉鎖性は法的決定と規範的ルールとの間

一　の閉鎖的関係の中で生産される。法のこうした基本的な循環性は法の自律のすな

　わち，オートポイエシス・システムとしての法の基礎づけと見られる。

　　このことは法理論によって鼓舞されたいくつかの問題を示唆する。つまり法的

　行為は法システムの唯一の基本的要素でありうるのか。もし法的決定と規範的ル

　ールの間に基本的な循環があるならば1法システムの要素は法的行為と法的ルー

　ルの双方でなければならないように思われる。なぜなら法的ルールは，それ自体



法思想における生物学的メタファー（黒木、大橋）　21

としては法的行為ではないのだから。それらの採用，定式化適用，違反履行

が法行為である。

　法的状況を「変化させる」コミュニケーションとしての法的行為を定義するこ
　　　　　　　　　（30）
とは誤りを導くものである。ルーマンは法システムの「要素の法的統一」を法的

状況を変化させるものとして定義する，しかし，また他の所では法的効果を引き

起こすものとして定義する。ケルゼンは既にこのことに関して次のように述べて

いる。

　法の純粋理論は法的行為の概念を以下のように定義する。すなわち法的行為は

　それによって一つの法規範が公布される（たとえて言えば「作られる」）か、適

　用される行為である。さらに法の純粋理論は次のことを要求する。すなわち，

　行為はそれが法体系の内部で法の創造と適用を支配する規範に一致する場合

　にのみ，つまり，当該の行為が法システムに基礎を置いている場合にのみ，行

　為は法創造的であ1）また法適用的なのである。法がその創造と適用を支配する

　ということは動態的システムとしての規範秩序の一つの特徴である。（Kelsen，

　1952：200）

　ケルゼンはこう述べることによって，ルーマンとトイプナーが「法システムの

自己言及的閉鎖性」と名づ廿たものに異なった定式を与えている。法規範は他の

妥当する法規範に基づいてのみ有効な存在となることができる。「無からの創造」

creatioexnihiloはない。道徳観念や政治的目標が法規範のなかにありのまま移

転されることはない。むしろ有効な法規範の存在となることを規制する，手続的

司法的法規範が存在する。

　もちろん，この閉鎖的な妥当つけの方法はケルゼンによっても一オートポイエ

シス論者によっても一「最初の憲法」の起源を描くのに使用されてはいない。ま

た，周知のごとくこの問題を解決して規範の段階的構造の最終点に到達するため

にケルゼンは仮説的に根本規範を導入したのであるがそれは，公布された，有

効な規範に人は従うべきであると述べるものである（Kelsen，1960）。妥当性の究

極的「根拠」であるといわれる根本規範は妥当性の「条件」として，つまり（発

布された有効な）規範の拘束性の（仮説的）前提条件として公布と有効性をあげ　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　δ
る。

　ルーマンは，妥当性の正当化の関係を断つことによってケルゼンは循環性を回

避しようとしたと主張する。しかし，妥当性は循環である（Luhmann，1985a：

115）。「決定は規範的ルールの基礎の上にあるときのみに法的に妥当する。なぜな

らば1規範的ルールが決定によって実行されるときにのみ妥当するのである
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　　131）
　から。」。しかし，ケルゼンならこう答えるであろう。このことは，我々が有効な

　実行は妥当の条件であるとする規範を前提するときにのみあてはまると。（明らか

　にこのことはもちろん法規範は，その最初の適用以前を除いて，（正式に制定され

　たのちに妥当するかどうか）というようなよく知られた問題を解決するものでは

　ない。）

　　ハートの第一次ルールと第二次ルールの区別は多分，法の自己組織化を記述す

　るのにより適している。ハートによれば完全な法体系は次の場合（ときP）にの

　み存在する。すなわち，道徳規範から区別されえない一義務賦課的ルールとして

　の一第一次ルールばかりではなく，さらに何が有効な法規範とみなされるべきか，

　いかに法の変更が有効に引き起こされるか，そして誰がどんな手続において有効

　な法規範を適用する権限をもち，どんな権力をもつのか，について定めるルール

　も存在する場合（ときP）にのみ完全な法体系が存在する。

　　これと比較してオートポイエシス的な言い回しによって何が知識として得ら

　れるのか。それよ『）もむしろ（7剛　初めのマルクス解釈のなかで混乱させられ

　た）生産や構成体という曖昧な概念は法理論論争のなかでその間にいくらか明ら

　かにされた状況を扱うために使われたと私は思う。たとえば汀法の実定性は専ら

　内部的自己言及の文脈が継続的に新たな法規範を生産することを意味する。」

　（TeubnerandWillke，1984：20）という言明のなかで「生産」という言葉によ

　って何が理解されるべきなのであろうか。

　　多分もう一つの視角が法システムの自己構成によって理解されるべきである。

　法理論においていくつか規範は（規制的ルールと区別されて）構成的ルールとさ

　れる。特に社会状況は，法規範の適用と順守を通してのみ，現出させられる。法

　人，監査会，アメリカ合衆国大統領は規範を基礎としてのみ生じる構成物である。

　それらはその存在と法的効果が結びつけられる。つまり法的効果を生じさせる，

　自然の形成体ではない。そうではなくそれらは一「制度的事実」として一法的に

　規定された条件力輌たされる場合にのみ存在する。法規範はこれ以上の意味で行

　為や状況地位にとってのみではなく，行為の特殊な「記述」にとっても構成的

＿　であろう。（法的な行為を含む）特殊な行為として行動を記述することは，例えば

九他人を殺害することは殺人罪であると記述されうることは法規範が構成的でも

　あることなのである。法規範は行為自体（ジョーン・スミスは死んだままである）

　を構成したり，生産したりはしない。けれどもそれなくしては行為の言謎の特殊

　法的な性格は不可能であろう。

　　特定の行為が法システムの環境のなかで法的に有意味なものになるというこ
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とは，それ自体法システム内部での決定である。すなわち，行為の記述を規範

のなかの制定法的定義に同化させることである。規範的閉鎖i生と比較してルーマ

ンはここに法システムの認知的開放性の側面を見る。プログラミングを通じて，

それはそれ自体を，環境の状態に依存させてみる。ケルゼンの用語法において人

はここで妥当性の「認知的に開かれた」条件について，妥当性の（規範的）根拠

とは異なるものとして語るかもしれない。

何故これらの様々な視角がみな「法システムの自己生産1生」という言葉で語ら

れるべきなのか。

　ルーマンによると，法システムの基本的な区別（コード化）は合法と不法のダ

イコトノミーである。法システムの閉鎖性と統一はそれによって構成される。し

かし，もし法システムが肯定と否定のコードを与えられなければならないとすれ

ば法システムは何故合法と不法の問の区別によって基礎づけられなければなら

ず，一方で「不正」は「合法」の一部として考えなければならないのか。法シス

テムの統一（閉鎖i生）に関する問いは，法システムの究極の統一（要素）の問い

に関連する。というのはその否定が法規範の違反（不正）を構成する規範順守

と規範適用の行為ばかヒ）ではなく法的効果を生じさせない行為，つま『）一方で

は，法的には無意味な行為であるが特別な関心から「制度的事実」を創造しよ

うとする不成功に終わる努力を意味づ財る行為もまた存在するからである。不正

な公正証書が記入さ礼未成年者が契約に署名し，儀式で「はい」ということが

拒否されてきた。そのような法律行為構成的な行為の蝦疵は法的には意味をもた

ないけれども何ら不正を表しているのではない。このようにしていくつかの区別

が提供される。すなわち正一不正，法的に有意味一法的に無意味，成功した法律

行為（法的効果を生じさせる行為）一不成功な法律行為。どの区別が基本的で

あり，どの区別が派生的か。もしくはそれらはすべて基本的循環関係のなかに

あるのか。

3　オートポイエシス・システムのコントロール問題

　法システム，政治システム，そして他の様々な社会システム（経済家族，教

育など）すべてがそれ自体オートポイエシス的システムを構成するならばいか　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八にしてそれらは相互に関係を結べるであろうか。と1）わけ社会プロセスにたいし

て指令し，コントロールし，影響する法的過程の政治的プログラミングという伝

統的テーマに関していえば1

一いかにしてこの過程のオートポイエシス的準拠枠組の内で記述されるのか。

一いかにして法システムの有効性は説明されるのか。
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　一法システムのコントロール能力を説明するのにどのような提示がなされるの

　　か（非コントロール的な自省がはじめから好まれることがなく，すべてのオー

　　　トポイエシス論者に当てはまるものではない場合。）

　オートポイエシス・システムの閉鎖性は自足的な内包化の意味で理解されるべき

　ではない。様々なオートポイエシス・システムはそれぞれに相互に他との関係を

　結ぶことができる。しかし，それは「直接的」もしくは，「直裁に」ではない。法

　は社会関係を「直接的」「直線的因果律」のモデルによってコントロールすること

　はできない（Teubner，1984a：29811984b：130），またそのような社会システ

　ムは「直接的に」法プログラムに反応することはない。むしろ，法規範と法的決

　定は法システムに内在化されたものすなわち内部的な現出としての社会的モデ

　ルとの関連性から発せられると考えられている。（Teubner，1984a：297）。名宛

　人たるオートポイエシス・システムは規制によって影響され修正される。「しかし，

　　その再生産組織の限界の内部においてのみなのである。自己再生産組織を維持す

　　るのではなく，要素の新たな内部への導入を導く外部的規制の影響は法システム

　にとって重要ではないが規制された法システムが崩壊するかぎ1）でその不安定

　化を引き起こす」か（Teubner，127），（コンロールの「トリレンマ」を完成する。）

　法システムの社会的政治的過重負担へと導く。議論はもはや直接の影響，コント

　　ロール，規制などについてなされるのではなく，そのような言葉が相互的自已規

　制過程（Teubner，1984b：128）調整衝突などの「誘因」として使われている

　　ことである。

　　問題は伝統的な効果，運用研究と比較して何が獲得されるのかということであ

　　り，このような獲得物が限定的な条件のテーマもしくは特殊な運用構造のテーマ

　の下で規制された領域の独立性を結局は強調するのである。とにかく私にはオー

　　トポイエシスを参照することなしに，また分析を必要以上に複雑にせずに「規制

　のトリレンマ」を再定式化することは困難なことではないように思われる。

　　オートポイエシス論の支持者たちによるコントロールに関する多くの理論的

　関心は明らかにコントロールの「欠陥」にある。上に述べたようにこの関心は規

＿　制の不十分さと規制の非効率性との間の緊張関係に基礎を置いている。強調され

七
　　るのは様々なシステム（政治システム，法システムその他の社会システム）の自

　己組織化の多様な条件である。これらの特殊な条件が十分満たされないというこ

　　とがコントロールの欠陥を説明する。

　　私はオートポイエシスによるアプローチの利点を次のような示唆に見る。すな

　わち，多くの規制領域がその構造と組織を通じて分化し，それらは一つの規制に
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よって適切に影響を受けなければならないということである。しかし，オートポ

イエシス概念が規制可能i生の特殊な限界について，つまり，様々なオートポイエ

シス・システムの構造と組織について一「その自己コントロールの特殊な限界」

（Teubner，1984b：128）力噸守されるという決まり文句にはさておき，一よ1）

詳細に何事かを述べることができるのかということについて私は疑問である。「規

制はそれが法と政治というコントロールシステムの要素の自己生産的内部的相

互作用を維持し，同時に規制された社会システムの自己生産的内部的相互作用と

両立する範囲で成功する（Teubner，1984b：128）。このことはなんらかの基準

を与えるものではないし，なんらかの境界を規定するものでもないが決定，説

明，予知に「意味がある」と考えられる一般的特徴を集約するだけである。これ

らによってとくに適用のケースで理解されるものは，もはやオートポイエシス概

念の文脈のなかで語られることはできない，我々はもちろん以下にあげる問いに

よって刺激を受ける。一方の教育システムと他方の経済システムにみられる「自

己生産的な内部的相互行為」の型における相違はなにか。しかし，我々はそのよ

うな問いに答えるためには何を知らなければならないのか。システム理論的な概

念化が「自已生産」という言葉で補完されたとき何が達成されるのか。

事情はギールケの場合と似ている。有機体の概念が彼には団体や法人の本質を

定義することが可能であるように思われた。しかし，もはやそのことは，法人の

当事者能力や不法行為能力といった具体的問題に答えるものではない。

4　オートポイエシス・システムとしての法の進化

　しかし，事情は「オートポイエシス」についてそれほど明確なわけではない。

理論的法社会学の古典的テーマは今日でも待ち受けている。法の概念と法を通じ

ての社会変化の問題に加えて，法の変化つまり法の進化の社会的条件の問題が依

然として残るのである。

規制されるシステムに対する法システムからのオートポイエシスの視角にお

いて因果的効果直接的影響，即時的コントロールと決定について語ることがで

きないのとは反対に，社会変化に対する法的変化の直接的依存や経済的基盤の法

的上部構造への反映などについて語ることはできない。むしろ注意は法に対する　＿

内部的変化のメカニズムに向けられる。「進化の前提が内部的構造決定に移行する　ハ

のにたいして外部的メカニズムは法も進化に対して「調整的」効果をもちうるだ

けである」。

　けれども，法と法的発展の「相対的自律」を強調し，詳細に「調整」を考え出

した理論を比較して何が獲得されるのか。私はむしろ生産のあいまいな概念を用
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　いることによって法を作る法の観念を助長することになるのではないかとおそ

　れるのである。これに反して，既に法的進化の内的力の発展のモデルをもつ歴史

　法学派の法に対してすでに向けられている批判が用いられなければならないだ

　ろう。（少なくとも，それは基本的カテゴリーとしていまなお民族の精神をもって

　いる。）そして，法規範すなわち立法の具体的な発生と修正については以下のよ

　　うに記述されることによって考えられなければならない。

　　具体的な相互行為のレヴェルで、とくに政治システムでは，法規範は様々な，

　　利益と利益集団の力と決定作成過程の結果として適切に説明される。これらの

　　発見に関連して，これらの法規範が牡会問題に対して機能的な解決を表明でき

　　るのか，またどの程度表明するかという問いが生じる。同時にこれらの説明様

　　式の間の重要な相互作用が仮定されうる。とくにどの程度社会的な構造と機能

　　が政治的戦略に影響し，その限界を定めるのかについて分析はなされなければ

　　ならない。

　　このことは確かにオートポイエシス的法理論の前から二つ目（最後のものを除
　　　　　　　　　　　　　　　　　（32）
　　くと残るただ一つの）言葉ではありえない。

　　他の視角では，進化のメカニズムに関するかぎり，変異，淘汰，安定（保持）

　の古い生物学的メタファーが引き合いにだされる。（ほとんどLuhmann1972
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（33）
　にしたがう）。オートポイエシス的転回（進化的機能とも呼ばれる）はこれらのメ

　　カニズムの内部化からなる。再び，オートポイエシス的視角の利点はその限界が

　すべてのことは法の「内で」可能である法システムの内的過程に位置づけられる

　　ということにある。けれどもいかにこの内部機能が分析されるべきかについては，

　単にその形式的なカテゴリーを使用することによってだけで，よ1）以上に詳しく

　議論されえない。興味深いことによりいっそうの特定化のためにはそれら三っの

　概念は他からつまり，発展メカニズムとしてのダーウィンの生物学の次元から移

　入されてお1），（法の歴史的研究との結びつきはまだ極めて薄いけれども）もちろ

　んその特別な法的解釈を要求する。

　　オートポイエシス・システムの概念はまさにその形式的性格ゆえにきわめて

一　様々な視角をまとめることができるという利点をもつ。しかしながら，その抽象
五
　的なレヴェルは特定の領域で法社会学的，法理論的な研究水準を回避する。その

　広い視角から，それらはあらゆるもの力儲め込まれる。けれども，その概念は関

　係に光をあてる範囲で有用であろう。一度それは自己生産の理論の自己生産され

　た概念の困難さを明らかとするために要求される研究をこえていくならば。

　注
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（1）例えば，現代人が「古代」を「老年」とかあるいは「世界の青年期」として

みなしうる事実からパースペタティヴの興味深い変化が生じる。

（2）以下の部分は主として概念史の視角にかかわるものである。私はドイツのと

りわけ，ドイツ「語」の進化に限定する。それぞれの言葉に固有の含意のために

類似への概念の移転と他の国における意味の発展は明らかにほとんど不可能で

ある。英国（ここではすべてのモノグラフがスペンサーについて書かれている）

とフランスのいくつかの例が提示される。

（3）これらの科目は少なくともチャールズ・ダーウィンがロバート・ジェイムソ

ン（エディンバラ）自然史の講義で聴いたものである。c五Quemer，1973：11

（4）この点についてEmanuel　Rad1，1905はなお読む価値がある。この書のPP．14

ff．彼のアリストテレスについての付論である。

（5）Plato，The　Republic（Stephanus版）434d441c－d　l　Aristotle，Poititcs1，

2（1253a）III，11（1281b）資料的伝統については一Cf．Dohm－van　Rossum，1978

：522ff．。

（6）Saint－Simon，Oevres，Vol．XXXIX，リプリント版Aalen，1964：197生，引用

はマイヤーからなされる1969：130

（7）19世紀の「社会学」形成における有機体メタファーの構成的役割は私の視野

を超える。（解剖学と生理学との区別に類似する）コントの静態的／動態的の区

別は多分生物学の土壌から生じた（cf．1969：134Meyer）。このことがスペンサ

ーの区分と統合の基本原則に当てはまるものかについては確かではない。「スペ

ンサーは彼が次のことを示すによって相互性について語っている。すなわち，生

物学は分業の概念をより豊かな形に戻すため社会学から借用したということを。

相互性はひとつのある概念の科学領域から他の領域への移転と元の領域への返

却である。」（Lepenies1976：172スペンサーの述べたことについてSpencerc五，

1873／1961：305「ふたつの科学の仕事は全く相互的である」）。しかし，要点は生

物学的領域と，付加した新たな領域から取り入れられた特徴をもっと明確に理解

することだろう。そのことなしには生命を通じて統合されている有機システムが

意味を通じて統合されている社会システムよ1）も本質的に高度の構造的普遍性

を主張する有機体メタファーの批判は単純すぎる。そのような批判は，メタファ

ーは社会生活を含む生命の合理性と有意味性をも含んできたということを無視

している。Cf．Luhmann，1971a：11；1971b：92f£；1971c；c372；Canguilem，一

1981；Hilst，19731Lepenies1976：169f烏1905，Gumplowicz：30gff・　　　　　四

（8）細胞はテオドール・シュワンによって1839年に発見された。コントにとって

組織が生気ある被造物の基本的単位であって，細胞はそうではなかった。cf．

Caguilhem，1981：215

（9）詳細，とくに政治理論における有機体的思考（Blmtschli，C．Franz，Gerber，

A．M廿11er，et　al．）に関する詳細はA．Th，ヴァン・タリーケンのよく引用され
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　　るモノグラフ（1873）において見られるが，それについて私は以下でより詳細に

　　扱うであろう。Cf。E．Kaufmam，19081Mamheim，19531KrUger，1966：147

　　f五B6ckenfδrde，1978：586ff

　　（10）Savigny，18：16；ここでもその「継続的な有機体の発展」という点で言語

　　との比較が再びあらわれる。この点についてCoing1973．

　　（11）タリスチャン・トムブリンタからの甚大な助力がなければ私は疑いもなくイ

　　エリングの入り組んだメタファーのなかに望みもなくとらわれ混乱させられて

　　いたであろう。

　　（12）現代の細胞理論についてはc£Rad1，1909，Vol．2：63ff，378ff．歴史的には

　　多分，有機体の定義のふたつの傾向が区別される。一方は形式的であ1），それは

　　（全体／部分，目的（それ自体）／手段，原因／結果（もしくは相互作用）といっ

　　たカテゴリーを用いた）「組織的な存在」としての自然の産物というカントの定

　　義に結びついている。そして，他方は刺激反応性，感性（A。v．Haller），収縮，

　　刺激反応性，感性（J．C．Blumenbach），感性，刺激反応性，再生産性（Schelling，

　　Hege1，F．Kielmeyer），成長，自己増殖，自己形成，遺伝，自己コントロール（W．

　　Roux），さらにA．ポートマンの同化作用，保存，規制，増殖そして発展が従属

　　的な部分である内部性と外観における自己提示といった特徴に関するもっと本

　　質的な定義である。この点についてはcf．Ballauf，1984；Lefebre，1984：182．

　　（13）このことはめずらしいことではない。つまらぬ焼き直しは，羽をむしられた

　　鶏と人間に共通しているのは（よく知られた結果で）それらが羽のない二本足の

　　動物であるということになる。

　　（14）この転換は最近，U。ヴェーゼル（1985）によって繰1）返された。初期の歴

　　史法学派の批判と同様，そのローマおよびゲルマンの起源によって彼は以下のよ

　　うに警告している。すなわち，現在の法の歴史は，無文字社会，非ヨーロッパ社

　　会の法の「初期の形態」を軽視するか，あるいは，全く無視している。それらは

　　ある時には民族学や文化人類学のなかで扱われており，全く法の歴史から切り離

　　されている。

　　（15）この点につき，cf．Neukamp，1895：77ff．エルンスト・ノイカンプはポス

　　トのようにゲッチンゲンの区裁判所判事をつとめた法実務家であった。解釈学は

　　別として，どんな利害領域がいつの時代に法実務家によって従事されるかという

一　問題を追求するのは興味深い。E．フッタスとベンディックスといった法律家（と

＝　自由法の擁護者）の場合の方法論的成果からラーゼホルン，ヴァッサーマン，ベ

　　ンダーなどといった社会学的補説にいたるまで今日の理論的傾向に高度な感性

　　力ごあると、思う。

　　（16）このことはと1）わけ行動主義の提案者（Hutton，von　Hoff，Lyel1）におい

　　て当てはまる。彼らは妥当し続ける自然法と一致した地球の歴史における継続的

　　変化を仮定している。けれどもより程度は低いがカタストロフ理論の提案者
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（Wemer，Cuvier）にとっても当てはまる（Cf．Beringer，1954）。

（17）ダーウィンの船の書庫には，彼の世界周航の旅のはじめ（1832年12月）から

チャールズ・ライル著『地質学原理』第一巻（ロンドン　1830年）があった。彼

は第二巻を1832年の10月に入手したが，その時彼は南アメリカの東海岸にあっ

た。cf．Darwin1876／1959170，167．Cf．しかしまた，「その記録のギャップ」と

いう点で彼の地質学に対する懐疑的な陳述についてはDarwin，1859／1980，p．

536，and　also　p．137．も参照。

（18）このことはスペンサーの「相互的サービス」に対応する。s61ectionsocaleと

いう表現はP．ブロカの1874年の著作において初めて現われる。1e　Darwinisme

socialeはE．ゴチエの1880年の著作において初めて現われる。ドイツ語（Sozial－

darwinisumus）は，1906年にA．プローエッツの友人の一S．シュタインメッツ

の著作のなかに初めて現われる。（cf。Seidler　and　Nage1，1973）

（19）もしそれらが明確にエルンスト・ヘッケル他による世界観としての進化論の

普及の観点で境界を定めるのならば。

（20）第一巻は次のような副題がついていた。「同時に私的，公的，宗教的そして

社会的領域においてアプリオリに誤謬をおかしたポスト古典法学派の仮定によ

って困惑させられた，右派と左派の我々の二大政党の争いの妥協に関する問題に

ついて」

（21）「有機体においては，あらゆる部分は継続的に全体を維持する。そしてその

ことによってそれ自体が維持される。市民は国家のために行為する同様に，もし，

あらゆる市民のあらゆる部分が全体によってそのもののために命令された状況

のなかでそのもの自体を維持するだけである場合，そのものは精確に全体のなか

に占めるそのものの部分を維持する。そして，まさにその状況で全体はあらゆる

部分を維持するということによって全体はそれ自体に戻1），それ自体を維持す

る。」　（Fichte，1796：209）

（22）そしてまた破壊可能なものの場合もあるのだ！。マルタス／エンゲルス／レ

ーニンにしたがえば，「国家機構は打ち砕かれるべきである。」他の一節によれば

国家もまた有機体のように「枯死する」。一19世紀のメタファーにたいする関心

とは異なり，「国家も法もどのみち支配階級によって発明された道具とか機械な

どではなくて，むしろ，両者とも生産関係から組織的に成立してきたものであ

る。」（Cerroni1962：12－13）と最近主張されている。国家と法の「枯死」はし　一

かしながらまた，機械のメタファーの中にも表現されてえよう。「そのような国　＿

家機構において歯車は次から次へと停止し，取り外されるであろう。というのは

噛み合うべきものは，それ自体をそれ自体で動かし始めることなのだから。フィ

ヒテによれば1793：102，それは，最後の目標であるすべての自由が成し遂げら

れうるためのやりかたであった。

（23）現在の関心において，法化のより古い批判は，詳細に引用されるべきである。
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　　国家とは「数えきれないほど多くの歯車に動きを伝えるたった一つのスプリング

　　を備えた機械である。国家の最高権力は，社会の存在が含んでいるあらゆる制度

　　の起源であり，それらを制限，命令，監督し，導く…と考えられている。国家の

　　全体においては，それらを生産するという理由から，あらゆる食物は国家と法と

　　政府によって，学習，計算，正当化，命令されるという順序で口にもたらされる

　　べきである。」このように若きへ一ゲルは（1802：481）正当にも語っている。彼

　　の対概念は「生命」のそれである。それは「多様性として組織個人の無限の多

　　数性であり，統一体として，唯一の組織化され，分化されそして統一された全体」

　　である（1800：420）。よく知られているようにのちにへ一ゲルはサヴィニーに反

　　対してさえも立法を擁護した。フランス民法典のなかで世界精神が法の形態にお

　　いて自由の意識の発展の新たな段階に到達した。

　　（24〉Cf，Rottleuthner1985；発生学的「メタファー」は生物社会学においてその

　　コスト／利潤の計算が発生論的装備のなかに投射される範囲で用いられる，そし

　　てかかる装備からメタファーはそのつど研究者に背後からさやく。

　　（25）トイプナーとヴィルケ（1984）は特定不能の一時的な主張に満ちている。も

　　し日付を入れればそれは驚くべきことである。「経済において19世紀のはじめに

　　おいても複雑性の相当な程度が発達した。」（1984：11）「法の実定化に伴って，

　　時間の次元（遅くとも世界経済危機とケインズ革命から）…は原理的に開いてお

　　1），操作可能な未来へと転換された。」（1984：10）一我々はこのように考えるこ

　　とができるであろう。すなわち，法システムはそれが多分が宗教や道徳からすで

　　に古代に分離したように，社会の他の下位システムから分離したときにオートポ

　　イエシス的になった。

　　（26）多分この拡張は学者の領域に限定されるであろう。言葉の選択は日常語の使

　　用にはほとんど適していない。（自動車にあたる日常語は一体何だったのか）結

　　局，システムや生活世界のような表現は口から出やすく，そしてたいへんすばら

　　しいマニ教徒のような声をだす。

　　（27）この文は次のように繰り返される。「全体はその部分の合計以上のものであ

　　る。」ということは多くの場合に無意味である。なぜならば，部分の関係が付加

　　的ではないところでは適用されえないからである。しかしながら，「有機的全体」

　　における関係は付加的ではない。（あるいは少なくとも理論的興味の関係ではな

一　　　い）　（cf．Schlick，1938；Nagel，1952）。

＿　（28）身体（頭と四肢）のメタファーを有機体（全体と部分）の形式的なメタファ

　　ーによって置き換えることは，脱ヒエラルキー化のインプリケーションをもつ

　　（cf．Bδckenf6rde1978：581－82）。有機体の個別主義的な「参加的な」形態のた

　　めに，サヴィニーによって同時期になされた弁明が想起されるべきである。「あ

　　らゆる組織的な存在においても，それ故国家においては良好な健全状態は全体と

　　あらゆる部分が均衡を保っていることを要求し，つまり，各人はその義務を負う
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ことを要求する。一人の市民や一つの町あるいは一つの州がそれの属する国家を

無視することはあ1）ふれた現象である。そして，人はこの状態を不自然なあるい

は病理学的なものとして認識する。しかし，それにもかかわらず，全体に対する

積極的な愛はその部分的な関係に積極的に参加することから純粋に生じうる。そ

して，自分自身の家をうまくきりもりできるもののみが賞賛すべき市民となるで

あろう。それ故国家があらゆる個人関係を破壊することを通じて活性化されたと

信ずると考えるのは誤りである。適切な自己尊敬が，社会のあらゆる階層，あら

ゆる町あらゆる村に生み出されうるのなら，この高められ，そして，多様化され

た活力はまた全体に対して新たな強さを与える。それ故，愛国的な感情にたいす

る民法の影響について人が述べるときに，そのものは特定の州と町の特殊な法が

不利益なものであると早まって結論をだすべきではない。この視角においてそれ

が人々の感情と意識をかきたて，あるいはかきたてることができる限り民法では

賞賛に値する。もしそれが恣意性から生じ，人々の参加を欠く何か奇妙なもので

あれば，それは非難されるべきである。確かに必ずしも地域の法がすべて真に民

族感情に一致しはしないであろうが，上述のことは特定の地域の特殊の法にかな

り頻繁にありそうなことなのである。本当に民法のいかなる状態もそれがドイツ

に一般的に存在し，用いられていた状態よりも政治目標に適してはいないであろ

う。かかるドイツの状態とは部分における多様性と特殊性，しかし，継続的にす

べてのドイツ民族にその不可分の統一体性を思い起させる全体に対する共通の

法的基礎である。（Savigny1814：42－43）

（29）経験的な研究（例えば分岐分析）のなかで行なわれるような因果分析の文脈

で変数の「相互的」影響の例を示すために，「非」循環的モデルが採用される。

オートポイエシスの文献が，循環的な過程について語るとき，それは多分精確に

は意図された因果分析の非循環モデルである。何というバベルの塔であろうか！

（30）ここで行為はまた「コミュニケーションの自己記述」としても記述されてい

る。記述の行為があるのはよいが，けれども行為は（自己）記述ではない。

（31）並行するドイツ語版では次のようになっている。「法律は規範として妥当す

る。この決定が状況を規範化できるように，それが決定において適用されるとい

うことが法律において規定されているから。」（Luhmam，1983：140）

（32）この言明は機能分析と権カー利害一分析を一緒にするための計画として理解

されるべきであるとギュンター・トイプナーは私に知らせてくれた。この方向で一

の私の当初の期待は確かに弱められた・一ルーマンは法の機能を基本的には一法　○

廷で行なわれる論争を含めて一紛争の解決であると定義する，そして，福祉国家

の立法という意味での政治システムによる法の使用を「法に内在する生産能力」

を危うくする傾向をもつその機能のむしろ外側のアスペタトとしてみるのであ

る。

（33）安定化（保持）の概念はここでは厳密に明確化されない。それは時として法
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伝統と同じ意味で使われ，そして，法のなかでの他の決定，規範への比較参照の

意味でむしろ外見的に使われているのである。

〇
九
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